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１．件名 

生成ＡＩ基盤モデルの開発のあり方に関する調査 

 

２．目的 

生成ＡＩは、従来のＡＩでは不可能だった、様々な創造的な作業を人間に代わって行える可

能性があることから、産業活動・国民生活に大きなインパクトを与えると考えられており、ポ

スト５Ｇ情報 通信システムのキラーアプリケーションとしても位置づけられる。  

本年５月にＡＩ戦略会議で取りまとめられた「ＡＩに関する暫定的な論点整理」においては、

「いま生成ＡＩによって世界の変革がもたらされようとしている中、可及的速やかに生成ＡＩ

に関する基盤的な研究力・開発力を国内に醸成することが重要」とされており、政府として取

組の一層の加速が求められている。加えて、「生成ＡＩの技術革新のスピードや予見可能性の

低さを踏まえると、従来の政府による開発促進策では対応が難しい」、「市場原理を最大限尊

重し、迅速、柔軟かつ集約的にプレイヤーの取組を加速するような支援を政府としても行って

いくことが期待される」と明記されているところ。  

その生成ＡＩの鍵を握るのは、基盤モデル開発である。基盤モデルは、生成ＡＩを活用した

様々なサービスを支える個別モデルを生み出すコアの技術基盤であり、基盤モデルの開発力の

有無は、我が国における生成ＡＩの利用可能性や創出するイノベーションの幅を決し得る。  

このため、日本として基盤モデルの持続的な開発力を強化していく必要があり、それに向け

て、基盤モデルの開発力の底上げを図りつつ、企業等の創意工夫を促すことが重要である。他

方、生成ＡＩは黎明期であり、効率的な基盤モデルの開発方法等を特定することは困難である。

本調査事業では、基盤モデルの開発を加速するためのあり方を明らかにするため、別途実施す

る「競争力ある生成AI基盤モデルの開発（基盤モデル開発事業）」（開発期間は半年間）と連

携しながら、データホルダーとのマッチング支援、グローバルテック企業との連携支援やコミ

ュニティイベントの開催、開発される基盤モデルの性能評価等を実施し、基盤モデル開発にお

ける課題等を調査・検討する。 

 

３．内容 

 （１） 基盤モデル開発企業等の計算リソース利用支援 

 別途実施する基盤モデル開発事業においてモデル開発を行う企業等（基盤モデル開発企業

等）が利用する計算リソースの利用権（利用時間・利用量）を管理するとともに、計算リソー

スの利用状況やその 適切性をモニタリングする。規模としては、0.5～1.0EFLOPS程度の計算

リソースを半年間管理・モニタリングすることを想定。また、必要に応じて、基盤モデル開発

企業等への計算リソースの利用にあたっての指示を行う。必要に応じて計算リソース提供者

と契約ないしは覚書を締結すること。 

 

 （２） 大規模言語モデル開発の性能評価の公表 

別途実施する基盤モデル開発事業において開発する基盤モデルのうち大規模言語モデルに

ついて、基盤モデル開発企業等が実施した、既存の複数の評価モデルデータセットを用いた



性能評価結果を入手し、基盤モデル開発企業等内で公表する。基盤モデル開発企業等が実施

する性能評価にあたっては、英語と日本語の両言語の性能を評価することとする。 

 

（３） データホルダーとのマッチング支援 

    基盤モデルの開発にあたっては良質なデータを大量に確保することが重要であり、その観点

から、有望なデータホルダーを洗い出すとともに、基盤モデル開発企業等にそのデータホル

ダーを紹介する。データホルダーの洗い出しに当たっては、方針等を経済産業省やＮＥＤＯ

とも協議し、決定していく。  

 

（４） 基盤モデル開発企業等を中核とするコミュニティの運営、生成ＡＩ開発ガバナンスのベ

ストプラクティスの収集・整理 

 基盤モデル開発にあたっての知見を共有する観点から、基盤モデル開発企業等を中心とす

るコミュニティツール等を整備・提供するとともに、コミュニティイベントを企画・運営す

る。また、諸外国やアカデミアの知見を取り入れる観点から、基盤モデル開発企業等とグロ

ーバルテック企業や研究機関等との連携を支援する。また、生成ＡＩ開発にあたってのガバ

ナンスに関するベストプラクティスを収集・整理する。 

 

（５）基盤モデル開発に係る取組の対外発信 

 基盤モデル開発の取組を国内外にアピールする観点から、Ｗｅｂ等での発信を行うととも

に、諸外国の基盤モデル開発者等を招待する形で外部ＰＲイベントを実施する。 

 

  （６）審査委員会運営支援  

経済産業省やＮＥＤＯが設置する、基盤モデル開発企業等の採択審査及び終了時評価委員

会の運営をサポートする。具体的には委員会運営、資料作成、審査事務等をサポートする。  

 

４．調査の進め方 

（１） 調査事業の実施に当たっては、基盤モデル開発事業が円滑に進むよう、基盤モデル開発企業

等と必要な契約等を締結することとする。 

 

５．調査期間 

 ＮＥＤＯが指定する日（２０２３年度）から２０２５年３月３１日まで 

 

６．報告書 

 提出期限： 

 事業終了時には調査報告書を所定の期日までに提出。 

 提出方法：ＮＥＤＯプロジェクトマネジメントシステムによる提出。 

 記載内容：「成果報告書・中間年報の電子ファイル提出の手引き」に従って、作成の上、提出 の

こと 。 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html 

 

 ７．報告会等の開催 

  委託期間中又は委託期間終了後に、成果報告会における報告を依頼することがある。 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html


８．その他 

 実施事項の内容や進め方及び本仕様書に定めなき事項等については、経済産業省やＮＥＤ

Ｏと実施事業者が協議の上で決定するものとする。 応募にあたっては、各分野に精通する専

門性を持った企業等と可能な限り連携する形で、提案すること。 

 


